


















(添付)　コーポレート・ガバナンス・コード実施状況表
※当社のコーポレート・ガバナンス・コードの実施状況は以下の通り、当社の「コーポレート・ガバナンス基本方針」において開示しています。

Comply Explain

1
第1章
株主の権利・平等性
の確保

基本原則1 ● 第Ⅱ章　株主等との関係

2 1-1. 株主の権利の確保 ● 第Ⅱ章　株主等との関係　1. 株主の権利確保
3 1-1 ① ● 第Ⅱ章　株主等との関係　2. 株主総会

4 1-1 ② ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  1. 機関設計と基本的な枠組み
第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  2. 取締役会の役割

5 1-1 ③ ● 第Ⅱ章　株主等との関係　1. 株主の権利確保
6 1-2. 株主総会における権利⾏使 ● 第Ⅱ章　株主等との関係　2. 株主総会
7 1-2 ① ● 第Ⅱ章　株主等との関係　2. 株主総会
8 1-2 ② ● 第Ⅱ章　株主等との関係　2. 株主総会
9 1-2 ③ ● 第Ⅱ章　株主等との関係　2. 株主総会

10 1-2 ④ ● 第Ⅱ章　株主等との関係　2. 株主総会
第Ⅲ章　適切な情報開示　2. 英⽂情報開示の充実

11 1-2 ⑤ ● 第Ⅱ章　株主等との関係　2. 株主総会
12 1-3. 資本政策の基本的な方針 ● 第Ⅱ章　株主等との関係　4. 資本政策
13 1-4. いわゆる政策保有株式 ● 第Ⅱ章　株主等との関係　6. 政策保有株式
14 1-5. いわゆる買収防衛策 ● 第Ⅱ章　株主等との関係　7. 買収防衛策
15 1-5 ① ● 第Ⅱ章　株主等との関係　7. 買収防衛策

16 1-6. 株主の利益を害する可能性
　　　　のある資本政策 ● 第Ⅱ章　株主等との関係　4. 資本政策

17 1-7. 関連当事者間の取引 ● 第Ⅱ章　株主等との関係　5. 関連当事者間取引防止

18

第2章
株主以外のステーク
ホルダーとの適切な
協働

基本原則2 ● 第Ⅰ章　総則　1. Asahi Way
別添資料①　Asahi Way／アサヒウェイ

19 2-1. 中⻑期的な企業価値向上の
　　　　基礎となる経営理念の策定 ● 第Ⅰ章　総則　1. Asahi Way

別添資料①　Asahi Way／アサヒウェイ

20 2-2. 会社の⾏動準則の策定・実践 ● 第Ⅰ章　総則　1. Asahi Way
第Ⅳ章　ステークホルダーとの関係　4. 従業員との関係

21 2-2 ① ● 第Ⅳ章　ステークホルダーとの関係　4. 従業員との関係

22 2-3. 社会・環境問題をはじめとする
　　　　サステナビリティーを巡る課題 ● 第Ⅳ章　ステークホルダーとの関係　2. 社会との関係や環境への取組み

23 2-3 ① ● 第Ⅳ章　ステークホルダーとの関係　2. 社会との関係や環境への取組み

24 2-4. ⼥性の活躍促進を含む社内の
　　　　多様性の確保 ● 第Ⅳ章　ステークホルダーとの関係　4. 従業員との関係

25 2-5. 内部通報 ● 第Ⅳ章　ステークホルダーとの関係　5. 内部通報制度
26 2-5 ① ● 第Ⅳ章　ステークホルダーとの関係　5. 内部通報制度

27
第3章
適切な情報開示と透明性
の確保

基本原則3 ● 第Ⅲ章　適切な情報開示

28 3-1. 情報開示の充実 ●

(全体)第Ⅲ章　適切な情報開示
(ⅰ)第Ⅰ章　総則　1. Asahi Way、第Ⅱ章　株主等との関係　3. 株主との対話
(ⅱ)第Ⅰ章　総則　2. コーポレート・ガバナンスについての基本的な考え方
(ⅲ)第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  9. 取締役報酬決定のプロセス
　　　別添資料⑥　取締役および経営幹部の報酬決定の考え方
(ⅳ)第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  8. 取締役候補指名および解任決定のプロセス
　　　別添資料⑤　取締役および経営幹部候補の指名にあたっての基本的な考え方
(ⅴ)第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  8. 取締役候補指名および解任決定のプロセス

29 3-1 ① ● 第Ⅲ章　適切な情報開示　1. 情報開示について
30 3-1 ② ● 第Ⅲ章　適切な情報開示　2. 英⽂情報開示の充実
31 3-2. 外部会計監査人 ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  7. 会計監査人による適正な監査の確保
32 3-2 ① ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  7. 会計監査人による適正な監査の確保
33 3-2 ② ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  7. 会計監査人による適正な監査の確保

34 第4章
取締役会の責務 基本原則4 ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  1. 機関設計と基本的な枠組み

第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  2. 取締役会の役割
35 4-1. 取締役会の役割・責務(1) ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  2. 取締役会の役割
36 4-1 ① ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  2. 取締役会の役割

37 4-1 ② ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  2. 取締役会の役割
第Ⅱ章　株主等との関係　3. 株主との対話

38 4-1 ③ ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  8. 取締役候補指名および解任決定のプロセス
別添資料⑤　取締役および経営幹部候補の指名にあたっての基本的な考え方

39 4-2. 取締役会の役割・責務(2) ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  2. 取締役会の役割

40 4-2 ① ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  9. 取締役報酬決定のプロセス
別添資料⑥　取締役および経営幹部の報酬決定の考え方

41 4-3. 取締役会の役割・責務(3) ●

第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  2. 取締役会の役割
第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  9. 取締役報酬決定のプロセス
別添資料⑥　取締役および経営幹部の報酬決定の考え方
第Ⅲ章　適切な情報開示　3. 適切な情報開示に関する取締役会の監督
第Ⅱ章　株主等との関係　5. 関連当事者間取引防止

42 4-3 ① ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  8. 取締役候補指名および解任決定のプロセス
別添資料⑥　取締役および経営幹部候補の指名にあたっての基本的な考え方

43 4-3 ② ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  2. 取締役会の役割

44 4-4. 監査役及び監査役会の
　　　　役割・責務 該当せず 該当せず

45 4-4 ① 該当せず 該当せず

46 4-5. 取締役・監査役等の
　　　　受託者責任 ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  6. 取締役および社外取締役

47 4-6. 経営の監督と執⾏ ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  2. 取締役会の役割
48 4-7. 独⽴社外取締役の役割・責務 ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  6. 取締役および社外取締役
49 4-8. 独⽴社外取締役の有効な活⽤ ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  3. 取締役会の構成
50 4-8 ① ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  6. 取締役および社外取締役
51 4-8 ② ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  6. 取締役および社外取締役

52 4-9. 独⽴社外取締役の独⽴性判断基
準及び資質 ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  6. 取締役および社外取締役

別添資料④　社外取締役の独⽴性に関する基準
53 4-10. 任意の仕組みの活⽤ ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  1. 機関設計と基本的な枠組み

54 4-10 ① ●
第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  6. 取締役および社外取締役
第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  8. 取締役候補指名および解任決定のプロセス
第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  9. 取締役報酬決定のプロセス

No 実施状況 当社 「コーポレート・ガバナンス基本方針」での開示箇所コーポレート・ガバナンス・コード



(添付)　コーポレート・ガバナンス・コード実施状況表
※当社のコーポレート・ガバナンス・コードの実施状況は以下の通り、当社の「コーポレート・ガバナンス基本方針」において開示しています。

Comply Explain
No 実施状況 当社 「コーポレート・ガバナンス基本方針」での開示箇所コーポレート・ガバナンス・コード

55 第4章
取締役会の責務

4-11. 取締役会・監査役会の実効性確
保のための前提条件 ●

第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  3. 取締役会の構成
第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  4. 取締役会の運営と実効性の評価
第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  5. 監査等委員会

56 4-11 ① ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  3. 取締役会の構成
57 4-11 ② ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  3. 取締役会の構成
58 4-11 ③ ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  4. 取締役会の運営と実効性の評価
59 4-12. 取締役会における審議の活性化 ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  4. 取締役会の運営と実効性の評価
60 4-12 ① ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  4. 取締役会の運営と実効性の評価
61 4-13. 情報入手と支援体制 ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  10. 取締役のサポート体制
62 4-13 ① ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  10. 取締役のサポート体制
63 4-13 ② ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  10. 取締役のサポート体制

64 4-13 ③ ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  2. 取締役会の役割
第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  10. 取締役のサポート体制

65 4-14. 取締役・監査役のトレーニング ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  11. 取締役トレーニング方針
別添資料⑦　取締役トレーニング方針

66 4-14 ① ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  11. 取締役トレーニング方針
別添資料⑦　取締役トレーニング方針

67 4-14 ② ● 第Ⅴ章　コーポレート・ガバナンス体制  11. 取締役トレーニング方針
別添資料⑦　取締役トレーニング方針

68 第5章
株主との対話 基本原則5 ● 第Ⅱ章　株主等との関係　3. 株主との対話

69 5-1. 株主との建設的な対話に関する方
針 ● 第Ⅱ章　株主等との関係　3. 株主との対話

70 5-1 ① ● 第Ⅱ章　株主等との関係　3. 株主との対話

71 5-1 ② ●
第Ⅱ章　株主等との関係　3. 株主との対話
第Ⅲ章　適切な情報開示　1. 情報開示について

72 5-1 ③ ● 第Ⅱ章　株主等との関係　3. 株主との対話

73 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 ● 第Ⅱ章　株主等との関係　3. 株主との対話



適時開⽰体制概要書 

 
アサヒホールディングス株式会社 ( 東証第⼀部 5857 ) 

 
当社の会社情報の適時開⽰にかかる社内体制の状況は、下記のとおりです。 
 

記 
 
当社および⼦会社において決定または発⽣した会社情報につきましては、情報取扱責任者である管理部⾨管掌取締役の管
理・監督のもと、適時開⽰規則等に準じて適時適切に開⽰する社内体制を整備しております。 
① 決定事実 

決定事実に関する重要情報は、当社の各部⾨や⼦会社より、当社の重要事項決定機関である取締役会や経営戦略会
議へ上程され、承認後、適時開⽰規則に準じて開⽰が必要な重要情報や当社が開⽰すべきと判断した重要情報は、情
報取扱責任者の指⽰により担当部⾨(企画部)が速やかに開⽰いたします。 

② 発⽣事実 
発⽣事実に関する重要情報は、当社の各部⾨や⼦会社より、当社の取締役会や経営戦略会議に即時に報告され、適時
開⽰規則に準じて開⽰が必要な会社情報や当社が開⽰すべきと判断した重会社情報は、情報取扱責任者の指⽰により
担当部⾨(企画部)が速やかに開⽰いたします。 

③ 決算、業績予想に関する情報 
決算、業績予想に関する情報は、経理部⾨(経理部)が資料を作成し、取締役会の承認後、情報取扱責任者の指⽰に
より担当部⾨(企画部)が開⽰いたします。 
 

 
以上 


